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佐
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す
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込
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取
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述
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市
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と
、
一
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摂
す
る
反
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の
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、
似
格
競
争
よ
り
も
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児
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発
競
争
の
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が
、
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的
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消
費
者
三
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庁
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と
の
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け
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と
え
は
件
以
光
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発
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お
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格
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れ
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デ
提
示
し
、
こ
れ
。
中
山
接
九
促
註
す
る
と
い
う

形
式
寸
一
川
怖
い
山
川
せ
ず
、
君
主
芝
、
り
の
い
政
与
制
限
行
為
あ
る
い
は
玖
引
制
限
行
為
JT規
ぷ
）
て
こ
れ
を
胤
制
す
る
」
と
に
よ
り
、
同
般
的
に

自
丸
山
政
主
一
一
心
に
促
滋
｝
J

L

T

、
と
す
る
怜
凶
作
の
も
の
で
あ
る
（

,, 
~ 

規
定
の
川
倣

担
医
の
公
正
刷
柄
引
込
山

ω、
池
の
競
争
法
と
え
し
マ
、
ぃ
担
当
に
特
徴
的
で
占
め
よ
巳

U

九
八
〈
心
ハ
刊
の
い
小
示
法
は
、
独
一
券
ト
門
の
規
制
ζ

弘
通
一
の

小ハヤ
A
d取
引
行
為
の
規
制
を
日
J

じ
に
引
｛
止
さ
れ
f
v
M
M
、

一
九
九
六
今
の
第
次
改
刊
に
お
い
て
対
刊
に
対
す
る
径
約
力
集
巾
民
川
か
品
ァ

入
さ
、
れ
、

こ
れ
が
わ
ザ
同
法
の
草
習
な
引
缶
の

コ
と
な
っ
て
い
る
乙

さ
ら
に
実
弘
、
仏
的
に
、

独
ド
規
制
に
つ
き
市
湯
舟
造
そ
の
も
の
の
改
、
L
2行

J

品
規
制
官
占
ル
択
す
る
点
、

主
た
市
場
王
制
一
法
的
地
山
い
い
の
混

用
行
為
と
不
公
子
取
引
わ
為
む
於
は
を
盛
山
刊
に
規
定
し
て
い
る
出
、
も
判
徴
て
ゐ
る

F

企
業
約
九
J

比
制
に
つ
き

J
ヘ
と

ι安
心
介
業
結
合
事

十
件
五
法
司
令
子
、
潜
在
民
午
川
石
川
叫
に
み
づ
き
浪
人
口
明
合
主
社
合
計
規
制
す
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
出
、
も
お
阪
て
あ
る
ハ

ま
ー
に
了
以
渋
川
山
は

公
に
委
げ
か
ム
広
い
却
一
む
の
牛
、
心
的
役
割
を
尽
に
し
、
た
と
え
ば
い
一
出
口
一
介
へ
は
公
一
？
γ

舎
の
処
止
を
請
託
戸

f

＼

ま

ス
刑
事
司
い
っ
き
公
平
山
ず
れ
女
の
内
一

MMバ
け
れ
ん
制
度
を
規
一
心
す
る
c

公
正
一
会
の
ア
泌
が
戦
棒
王
義
的
に
進
行
す
る
点
、
色
砕
い
獄
で
あ
る
）
こ
の
仇

λ

な
公
止
委
平
山
ム
義
に
一
。
り
、
検
杭
わ
や
裁
判
所
の
役
割
が
小
さ
く
な
る
こ
こ
に
つ
U

て
は
多
〈
の
批
刊
が
ふ
め
る
。
抗
予
政
策
予
政
治

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ つじη1 1312 L引"Y. I i J 



、
ま
た
被
害
宇
業
者
や
消
費
者
の
段
治
か
ギ
ρ
一
交
に
な
る
の
で
は
と
危
怪
い
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
一
一
ヘ
）
〈

U
R午
求
心
法
改

「

γ
一
刊
、
日
ι

つ一
L

P

凡川、

i
t
J
T
一

ν

（

私
誠
心
活
件
化
が
一

つ
の
佐
川
内
一
で
ト
め
っ
た

J

同
校
史
的
に
み
れ
ば
、

斡
国
に
は
ド
イ
ツ
訳
u

ど
そ
ヂ
ル
に
し
七
不
L
競
争
防
止
zい
が
ト
打
席
i

しヲヲパ

こ
れ
に
加
え
て
一
九
八

Orr
に
公
主

取
引
い
い
や
か
制
定
さ
れ
た
P

h

公
品
取
引
十
仏
は
多
川
保
な
不
公
L
足
取
引
行
為
を
湯
川
記
し
、

公
安
久
心
行
政
決
済
H

什
に
せ
し
い
る
わ
一

不一
h

蕊
苧

M
H
出
h
v
u
訟
訴
不
正
行
為
や
川
市
町
内
業
日
早
山
口
し
眠
中
行
為
な
ど
一
り
特
定
行
為
に
つ
い
て
私
法
的
救
済
を
ほ
定
す
る
が
、

ふ
れ
ら
が
公
（

ι収「
J
J
法

と
い
’
？
？
ま
る
関
係

r
v
っ
か
は
主
要
な
問
題
て
あ
る
一

主
－
安
荒
川
疋
と
そ
の
運
用

l 

、一τ安
川
尻
引
の
t
寸
び

1l1 

独
楽
i
H
規
制

＼± ~j~ Iトlf>'.1JI ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

〆

双
十
仔
〔
υ
仙
山
」
口
辛
業
有
に
対
す
る
川
胤
剖

公
正
取
引
法
の
実
体
規
’
氾
ぽ
、
在
）
仙
山
内
及
び
カ
ル
一
ア
ル
の
規
制
、

不
公
疋
取
引
行
為
の
胤
制
、
及
び

オ
J
プ
、
＼
「
ノ
リ
ヘ
I
文
門
i
l
J
令
怜

a
F
d
r
d
市

1
J’事

巾
（
山
♂
川
尻
判
別
と
い
沿
っ
、

極
日
引
に
分
類
C
き
る
ま
ず
①
に
つ
き
、
公
一

r取
引
訴
は
、

1
4
存
心
独

F
事
業
者
〈
2
E
F
L
E
E
E
o
s
－zぎ

に
い
い
～
ず
る
は
制
「

企
業
l
h合
を
活
じ

い
独
口
rL
形
一
叫
に
対
す
る
貼
制
を

μ分
す
る
つ
こ
の
区
分
に
お
い
て
、

hv
ル
マ
ド
バ
は
制

は
、
説
書
の
広
い
吉
言
ム
刊
に
お
け
る
m
M
A削
に
人
じ
ま
れ
る
つ

批
存
の
仙
川
！
市
中
与
え
青
山
対
す
る
規
制
は
、
中
LG
，
令
市
場
支
配
的
地
吹
（
り
蔽
出
規
制
に
と
ど
ヨ
ら
な
い
。
市
場
支
配
的
事
業
者
が
灼
山

利
川
同
寸
一
宮
得
る
こ
仁
三
H
休
z
B
、
別
途
規
制
さ
れ
る

ゐ
一
条
の
二
第

加
7

A

昇

d）

r

川
地
支
削
的
地
殺
の
濫
月
行
為
合
同
判
制
す
る
た
め
に
は
、
事
業
者
が
市
場
丈
一
附
的
地
位
を
治
い
す
る
こ
と
が
が
提
と
な
る
。
法
の
幼
L叫

ill＜｝、：iL'?Jお，31 253) 31, .20C3.ll; 



f沢

山
市
執
行
む
観
点
か
ら
公
正
取
引
法
は
、
市
場
支
配
的
池
山
似
の
推
定
規
定
を
説
、
げ
る
し
す
な
わ
ち
、
あ
る
雫
業
者
の
市
場
、
／
1

ア
が
丘

πい一

（
何
条
）

ν

え
は
二
作
一
世
襲
巾
皮
が

1「
ハ
ル
タ
古
説
、
え
る
場
ム
I

L

は
、
市
場
＋
，
人
目
的
地
位
し
か
推
定
さ
れ
る

悶

以
前
む
米
同
心
判
川
内
い
い
で
は
し
ば

L
ば
件
い
付
基
準
が
で
咋
泊
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
、

去一

ι取
引
υ

一
点
ば
上
位
社
焦
中
皮
を
利

用
「
る
一

か
つ
て
韓
国
に
お
い
て
は
市
場
支
配
的
地
位
を
会
ず
る
事
業
者
H

つ
い
て
申
請
持
定
制
肢
が
設
円
、
り
れ
て
い
た
が

f為,, 
~ ' 刊

攻
キ
で
h
廃
止
さ
れ
て
い
る
代

山
門
明
支
附
的
弔
宗
与
す
の
汗
為
の
う
ち
胤
制
対
象
し
）
な
る
の
は
、
①
商
品
又
は
役
務
の
一
刈
部
主
〆
i
h
」↓

維
付
、
J
7〈
は
変
史

ふ
ペ
ツ
る
一
ワ
品
、
必
）
刷
門
川
の
版
元
，
人
は
役
務
の
り
札
円
い
ピ
不
当
に
調
L
M
f
る
行
為
一
貫
め
一
、

一
川
円
相
、
、
み
な
と
の
出
荷
調
和
駅
伝
）
、
一
山
他
山
手

業
有
心
事
業
活
肢
を
T

川
υ

に
妨
宗
一
3
4
6
C
為
、
ゆ
折
見
参
入
を
不
汗
に
妨
害
ふ
2

る
じ
為
、
そ
の
他
、
必
T
ハ
川
ピ
校
fy有
を
北
除
づ
る

一
υ
、

取
引
や
泊
費
者
列
川
を
顕
著
に
明
書
「
る
お
そ
れ
日
あ
る
F

七
局
な
と
五
つ
の
行
持
で
あ
る
。
こ
の
寸
つ
な
作
行
き
来
ム
ベ
パ
で
、
ル
別
行
令
ム
立

条
は
よ
り
共
体
的
伝
禁
止
行
為
を
規
定
し
て
い
る
n

実
務
ー
は
、
公
正
吾
の
密
K
M
H
t
却
ヘ
ヘ
U
ハノ〈～庁）

h
M

、
宝
山
釘
な
規
川
岨
ζ

な
ご
く

い
る
η， 

ふ
正
常
結
ん
円
規
制

取
引
分
野
、
す
な
わ
ち
向
山
一
市
場
に
お
け
る
競
争
乞
実
業
的
に
制
閉
山
す
る
企
業
結
合
は
禁
止
さ
計
る

t
条）

れ「叩いふがい川ム汁

規
制
む
大
与
で
ほ
枠
制
み
は
、
原
始
誌
か
ら
大
雪
く
変
わ
る
い
と
は
7d
い

公
よ
取
引
f

い
が
中
川
V
4
誌
へ
U
手
段
と
し
て
列
訴
す
る
の
は
、
株
式
取
得
、
役
員
恥
仔
、
ん
U
J
可
、
主
主
京
市
（
え
や
事
業
の
貨
資
倍
、
共
同
州

資
九
日
が
い
の
A
H
斗
な
ど
で
あ
る
つ
は
お
、
公
y

之
さ
よ
る
企
業
併
合
率
七
発
準
（
！
日
礼
八
f

）
に
J
れ
ぽ
、
山
叫
ん

n
M企
業
枠
合
も
域
別

対
象
で
あ
る
干
し
か
し
辺
五
に
主
要
な
問
題
、
f
h
d
る
の
は
、
不
一
平
州
全
受
給
合
ご
あ
る

r

エ
要
凹
い
お
い
て
も
、

一
九
八
円
咋
代
以
降
、

泌
〈
」
別
企
業

KM2円
幻
規
制
事
例
は
多
く
存
丘
、

V

な
い

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ワ℃ I' 1311 c引"Y, I i J 



一
般
に
ふ
正
常
結
ん
円
片
山
、
同
業
の
均
五
ぶ
怒
や

E
別
仕
業
の
組
織
ぷ
笠
に
か
か
る
重
要
な
子
殺
と
し
て
、
抗
争
力
が
は
レ
宇
業
部
分
乃

リ
ス
ラ
、

t
引
し
い

の
導
入
ピ
通
じ
た
ヘ
札
「
戸
別
一
行
h

資
す
る
も
の
で
め
G
F

Z
C
白
…
を
与
山
屈
し
て
、
パ
ム
ド
取
引
出
七
条

相
川
ー
半
世
の
治
成
「
L

似
終
企
業
救
流
を
司
い
す
る
規
定
を
設
け
7
9
へ
同
玖
一
号
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

公一
l
取
引
伐
の
江
戸
件
判
断
法
準

は
、
本
凶
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
九
日
坦
の

U
則
（
E

－tA
2
5
c
E

型
と
汗
制
て
き
る
で
為
ろ
う
わ
一

企
業
計
ム
円
減
制
は
、
説
hp政
取
り
上
｛
口
と
！
よ
る
も
の
Jt
よ
的
る
。
近
J

？、

s
k
l
と
新
作
日
記
述
日
の
事
例

ゼ
ル
ラ

i
ブ
プ
勺
ン
市
場
の

似
品
企
円
二
現
代
白
川
町
京
と
起
市
九
回
動
阜
の
山
下
向
（
7

え
胤
株
式
の
以
得
）
、
ハ
原
市
υ

妹
線
上
〆
一
一
美
持
問
錦
心
事
例

、
高
ヰ
，

J

山崎、

E
J
1
 

械
に
よ
る

一
宇
口
市
の
株
ド
ん
攻
山
内
弔
河
、

L
f
h
作】、
d
f
L
な
ど
に
よ

P
＆
心
と
双
竜
製
紙
の
事
刻
、
市
ハ
ハ
）
一
C
コ
と
肖
合
の
手
業
譲
d

一士山下刻、

Q
t
羽
代
石
油
化
，
f
の
株
式
絞
り
事
例
江
守
＼
大
型
れ
太
い
村
人
事
例
ー
か
多
く
↓
冗
ら
れ
る
ハ

Z
一
、
れ
ら
事
仰
の
分
析
を
眺
め
匂
な
ら
ば
、

ー
指
数
の
列
川
市
等
、
ハ
ム
rt
荒
夕
日
リ
場
分
析
千
小
山
が
精
絞
化
、
予
れ
つ
つ
あ
る
こ
乙

ウ

カ
ル
テ
ル
規
制

＼± ~j~ IトIf>'.')I ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

カ
凡
－
ア
ル
は
ιリ
出
品
雫
業
有
問
の
一
一
争
古
前
終
的
に
制
限
し
、
か
つ
企
業
結
ム
川
ー
に
は
山
町
ハ
な
れ
、
川
札
似
の
粁
J
W

向
性
一
達
成

λ
q
J

る
k
ど
の
望

ま
1
3い
い
刑
済
州
半
を
有
し
な
h
v
c

米
山
や
ド
，
H
Y
に
お
い
じ
る
厳
格
云
カ
ル
テ
ル
知
山
初
、
は
よ
く
矧
ら
れ
て
レ
る
ー

同
尋
問
に
お
け
）
？
刀
ル
一
一
ー
ル
規
制
は
、
た
き
な
変
化
和
見
せ
こ
さ
に

ν

す
な
わ
1

じ
り
原
始
八
ム
止
取
引
氏
は
カ
ル
テ
ル
ル
二
行
に
ひ
叙
し
そ

の
弊
ん
中
い
の
み
を
税
制
ド
ヲ
る
弊
主
口
続
制
、
土
義
ど
採
川
仇
し
て
い
チ
が
、

一
九
八
六
乙
改
了
ー
に
よ
り
、

力
ル
マ
ド
バ
に
！
日
川
す
Q
原
w
N一
祭
止
、
義
を

4
v
k
n
1
l
、
〕
」
一
L
L
勺

L

卜
寸
J
抑
制
uu

、f
t

ハ
じ
の
例
外
主
認
め
る
方
I
う
い
な
い
仮
し

1

1

2
札
制
の
実
効
性
を
高
め
る
ん
一
め
に
、
不
ψ
ー
な
共
同
行
為
り
船
主
粂

「（か」
H了時
γ

人
し
、
ま
f
刀
ル
テ
ル
規
制
、
り
共
不
条
項
て
あ
る
攻
付
出
一
九
九
お
の
精
一
凶
足
利
円
台
「
主
の
成
立
川
～
野
山
お
け
る
設
争
JY
実
h
H

的
に
制
限
す
る
と
い
て
ノ
も
の
か
、
つ
「
不
当
い
抗
争
を
制
限
「
る
と
し
う
も
の
に
修
正
し
た

後
者
の
修
正
に
つ
い
て
は

カ
ル
ア
ル
に
対
1
J

て
巾
松
戸
L
法
的
汀
断
を
刊
誌
に
す
る
も
の
と
百
仇
す
る
論
者
も
訂
作
？
る
が

j見
（主

日
11 
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f沢

し
現
行
法

ιお
い
て
も
、
純
粋
な
当
然
述
法
の
法
在
を
導
入
し
た
と
市
似
ず
る
こ
と
は
度
維
に
H
い
わ
れ
る
し
苧
お
一
r
九
九
九
r寸

ιは、

池
山
除
外
の
一
一
件
整
理
伝
に
よ
り
、
心
川
除
外
カ
ル
テ
ル
乞
人
幅
に
耽
惜
し
て
お
り
、

一
九
条
の
不
当
と
共
同
行
為
の
峰
定
条
項
の
意
義

悶

吉
巡
り
議

p

日
明
が
な
ち
れ
て
い
る

主
亡
、
日
現
約
、
協
d

足
、
川
品
約
、
決
誌
な
と
の
他
、
暗
黙
的
日
午
同
調
行
為
も
原
則
的
に
カ
ル
テ
ル
規
制
一
り
対
象
と
な
る
（
一
パ

Atl

「（）
U

ガ
ル
テ
ル
は
一
｛
止
の
取

5
2吋
（
悶
山
北
山
場
）

E
心一呪
F
J
V
午
、
主
的
二
制
限
す
る
か
、

小
当
に
競
争
を
制
限
す
る
刊
切
な
に
禁
止

の
一
対
缶
主
で
あ
る
か

攻
引
条
件
ガ
ル
ア
ル
、

d
r
出
字
削
減
カ
ル
一
フ
ル

市
旧
制
分
説
カ
ル
7
ル

辺
行
法
は
宙
科
刀
ル
ア
ル

フ
バ
、
種
類
及
び
規
格
に
か
か
る
カ
ル
子
ル

共
同
出
資
会
社
設
μ
一
ぞ
み
」
河
示
「
ゐ

九
条
一
政
）

カ
ル
テ
ル
を
、
一
川
熊

5
ル
一
ブ
ル
一
北
一
川
培
カ
ル
テ
ル
、

ハ
7

ド
コ
ア
沿
ル
フ
ル
乙
非
ハ
下
ド
ゴ
ア
カ
ル
フ
ル
な
ど
乙
分
類
す
る
こ
Y

が
あ
る
。
似
洛
カ
ル
テ
ル

山
場
分
説
カ
ル
7
ル

、
」
れ
ら
は
ん
じ
河
の
原
則
で

人
札
読
ん
U

な
ど
を
ハ
i
ド
コ
ア
刀
ル
子
ル
と
分
狽
L

は
な
く
、
当
然
、
店
法
の
原
則
に
よ
り
進
法
性
判
断
を
／
七
予

2
7」
が
り
詑
一
心
i
十
肢
も
あ
る
。
こ
の
は
、
公
rt
え
久
の
存
災
前
の
中
門

頭
述
地
理
的
州
市
場
一
投
い
パ
川
有

4

の
一
定
地
域
に
面
広
「
る
カ
ル
－
rF
ル
事
例
が
朽
叶
I
数
日
目
ら
れ
る
と
と
は
往
日
で
き
る

t

公
正
取
引
法
は
、
作
業
の
六
日
行
為
が
効
率
性
吉
崎
ょ
す
る
場
合
や
、
市
場
行
注
！
？
己
改
常
ず
る
場
合
バ
ト
丑
市
山
内
外
一
ア
氾
ル
る

U

。J

な

わ
ち
一
共
同
行
為
が
、

話
去
の
ん
坤
化
、

中
小
企
業
の
一
一
川
争
川
γ川一一

川
町
〕
九
間
禿
の
推
弘
、

小
川
剖
へ
の
対
必
、

断
栄
一
構
法
制
瑚
埜
、
合
理
化
、

な
ど
の
門
的
か
ら
捻
ノ
打
ヘ
ロ
が
規
乏
す
る
受
付
乞
充
足
し
、
公

ι釆
似
の
訟
り
を
ヨ
ス
行
1
r
J

場
合
に
は
、

U
地制
C
ハ
吋
象
か
ら
除
外
さ
れ
る

北
条
一
頃
）
c

比
必
法
的
に
、
こ
の
工
う
ぷ
認
可
刀
ル
ア
ル
制
民
（
U
J
叶
刊
は
少
数
で
あ
ろ
っ

v

'2 

小
公
（
乙
取
「
日
行
為
（
り
峰
山

H

山
坊
で
死
活
を
か
け
z
l
h

……野
J

が
行
な
わ
れ
て
い
る
際
に
、
ド
弔
w
究
者
が
競
争
に
時
つ
た
め
に
健
全
な
商
道
徳
な
い
し
商
慣
留
に
反
い
て

抗

7
苔
の
剛
容
を
挙
い

の
努
い
り
に
ブ

J

下
フ
ィ
ド
ー
〆
た
れ
公
正
な
お
」
勺
ネ
ナ
没
を
採
い
片
す
る
こ
t
h
h
v

あ
る
か
も
し
れ
な
い ）~ 

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ つじ引 1316 L引"Y. I i J 



も
ち
ろ
ん
競
争
千
段
は
白
山

t
tめ
る
が
、
、
一
れ
を
濫
羽
LJ官
の
出
業
省
や
消
費
者
に
中
出
血
工
口
一
ゲ
↓
弘
、
一
叫
て
は
な
ら
な
い
九
公
正
取
引
法
は

小
公
U
取
引

fu為
r
っ
き

限
定
外
r
ヤ
ー
し
設
を
一
孫
川
す
る
〔
す
な
わ
ら

久
本
は
ト
い
つ

cI折
半
日
湖
町
三
乞
列
挙
寸
る

を
し
て
旅
行
八
J
D

別
衣
は
、
さ
ら
に
約

A

六
）
心
規
出
を
も
コ
こ
、
ぞ
れ
J
K
制
分
化
す
る

F

不
必
L
取
引
行
為
に
収
品
ハ
す
る
そ
の
他

c
t河

J

と
L
C
は、

ー
表
一
－
小
『
ー
出
止
円
心
公
化
に
関
す
る
広
伸
」
二
北
札
九
ι

「
卜
詰
取
引
の
公
」
一
作
山
二
悶
ず
る
）
い
叩

)L 
司占
iL ワノ；
「

年三公

委

よ
る
活
費
者
日
出
護
に
悶
す
る
法
作

一
一
ひ
っ
一

、
「
プ
フ
二
ノ
ャ
イ
ズ
契
約
心
公
一
L
化
に
悶
寸
る
い
い
叩

J

抗
？
防
止
法
、
そ
〆
て
ゆ
一
の
他
れ
位
の
帯
士
官
V
Y
普
法
主
お
い
伶
ト
リ
る
と
と
が
で
き
る

f

さ
て
、
公
正
以
コ
ワ
法
二
一
九
九
日
か
列
弘
一
す
る
不
公
京
市
仇
！
日
行
為
の
七
類
刊

2
は
、
以
「
の
も
の
で
あ
る
、

z
m
h
v↓
に
れ
引
を
村
純
L
向
山
引
の
棺
対
方
キ
ぷ
山
川

f
Q行
為

人
中
当
に
…
日
争
者
十
を
伊
徐
L
7
0
行
局

小
中
↓
に
日
開
争
若
心
願
容
を
勺
寸
分
T

〕
山
恥
川
引
ず
る
よ
う
に
滋
引
し
強
制
了
。
行
為

＼± ~j~ IトIf>'.')I ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

白
ヘ
刀
心
瓜
引
一
心
地
位
十
）
ぶ
1
1」
に
利
川
寸

J

る
行
為

取
引
の
干
千
与
の
宇
ト
キ
冶
戸
切
を
不
当
に
拘
束
す
る
行
為

出

世J

J
叶
殊
州
向
指
仁
人
止
は
犯
の
公
什
に
対
［
マ
伝
戸
、
余
的
J

ん
は
人
的
に
不
当
に
立
九
三
行
う
行
為

ι 
、ょj

そ
む
他
公
に
な
取
引
を
に
宝
H
jる
お
そ
れ
の
お
る
行
為

小
公
布
帆
一
引
行
為
に
か
に
「
る
規
制
体
系
は

分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
す
な
わ
ち

全
て
、
り
市
町
初
心
人
工
で
心
事
業
主
に
い
れ
し
一
股

的
に
述
刑
さ
れ
る
二
一
八
個
の
小
公

施
付
ヘ
μ
別
式

戸
均
一
引
ム
ロ
一
ー
ハ
条

以
関
連

J

十

｝

1

怜一
γ

小
公

μ

取
J
H
J

行
為
一
り
相

型
及
び
仲
品
川
尚
上
y

し
て
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
科
ど
の
U
J
一芸
J1い
や
特
定

限
り
賞
用
さ
れ
る
、
特
殊
ギ
公
一
J
攻
引
行
為
の
頬

型
あ
ん
じ
女
ぃ
常
は
、

バ
付
山
花
ず
な
が
別
途
、
十
、
胤
院
小
完
出
佐
川
正
小
、
示
品
f

口手、

並
行
総
会
u一七、

判
問
販
売
許
不
な
ど
と
1
ν

ill＜｝、：iL'?Jお，31 25/J 3" 初出11;
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ゐ
〈ア

f沢

公
U
取
引
民
一
一
、

小戸、と
r
取
引
行
為
は
刑
半
罰
cuy，
象
で
み
る

%
の
京
刊
出
金

ハ
七
条
）

F

ま
よ
十
万
三
紙

I~ 

悶

争
心
一
一
二
も
ち
ろ
ん
州
除
措

E
の
い
付
象
で
為
る

公
L
主
人
中
二
下
義
に

ιづ
き
、

去一

ι否
は
不
公
yr取
引
行
為
を
枯
品
川
的

店
従
来
〕

に
規
制
し
て
お
り
、
し
八
一
了
「
安
心
存
仇
例
の
多
く
は
、
同
規
制
に
か
か
る
も
の
で
め
る

J

ミl

れ
pphAμ
市
ポ
ヰ
の
抑
制

財
閥
は
一
也
の
誌
台
的
な
心
茶
結
合
体
と
L
て、

羽
代
の

ι

…
ヴ
法
閣
（
八
一
川
L

よ
れ
ば
資
制
の
必
女
性
は
な
い
L
Y

す
る
の
け
ア
般
的
か
4
一

、
ザ
れ
な
L
C
ヲ〆か｝

J

時
刊
M
川
に
お
い
て
は
、

少
数
の
財
問
へ
の
社
会
的
な
斜
済
力
の
集
、

い
り
ゆ
る
一
般
仏
、
の
危
険
院
が
、
似
の
同

に
ぷ
川
て
人
L
5
1
J
vも
の
yu
認玉川
3
れ
て
い
る
。

i
M
ド
危
機
の
後
、

J
1
4怖
に
l
u
め
る
小
川
和
的
の
防
関
心
江
一
中
は
さ
つ
に
大
き
な
ー
な
一
む
し
、

なっ
f

J

る
。
財
認
の
船
阻
式
日
料
品
守
刊
に
対
し
て
館
別
企
業
か
止
常
伝
競
争
を
肱
む
こ
と
は
期
待
L
雑
、
九
経
凶
力
集
中
の
抑
引
は
、
μ
明

反
公
正
取
引
法
の
最
大
心
特
包
戸
ょ
の
る
口

一。一

太
規
模
令
業
長
引
の
経
治
力
集
巾
を
机
却
す
る
た
め
の
ム
下
山
町
な
法
制
収
は
、
以
下
の
と
お
り
で
忘
る
（
お
に
、
持
株
会
札
は
則
市

さ
れ
る
c

か
つ
て
持
株
会
社
の
設

υ
位
び
転
換
は
八
千

ω的
に

f
dさ
れ
て
司
心
人
が
、

一
九
九
九
r寸
の
法
改
庁
に
よ
J
1

制
限
前

ιそ
乃

設
立
及
ひ
転
換
が
認
め
ら
れ
る
三
と
と
足
っ
た

そ
の
後
も
い
技
術
的
と
改
h
h

JC: 

z
m
v
規
制
は
〈
l

般
的
に
続
ね

W
M
に
み
る
と
一
円
え
る
わ
第
二
に
、
資
比
総
続
二
兆
内
？
〆
川
仙
の
企
業
来
日
に
属
す
る
系
司
会
社
聞
に
N
け
る
株
式
C
桐
斗
保
有
は

昔
日
止
さ
れ
る

戸比九、）
d

ー
だ
し
庄
一
般
的
な
相
互
保
有
以
外
心
川
市
問
中
、
ず
な
わ
ち
循
環
刑
似
右
な
ど
の
形
訟
は
禁
止
対
象
外
で
あ
る

d

第
一
一
に
、
資
産
総
額
一
兆

2

ノ
ズ
ン
以
ト
の
企
全
長
刊
に
品
す
る
系
列
公
位
問
に
h
o

げ
る
信
一
校
伝
一
正
ば
、
挫
一
止
さ
れ
る

へ一

F
U人
伝
れ
の

一
工
中
ふ

HrF＼
J
Tホ
i

y

、

ォ
l
i
J
C
J
d
「

7

小
佐
人
一
な
借
入
部
訟
を
阻
む
た
め
の
手
段
で
あ
る

治
刊
に
、
上
〈
R
＃
F
h
相
有
山
フ
ォ
／
以
ー
の
品
業
集
団
に

〕生、
J

る
系
列
会
刊
は
、
山
夜
会
社
の
純
資
産
v
M

以
聞
の
二
4
叫
に
憎
斗
ず
る
領
を
割
問
、
t
て
、
他
の
ム
ム
祉
の
い
式
を
取
H
H
い
す
ノ
る
ご
／
｝
日
小
禁
止

12'. ledごJ"' J、 i）・↑ つじ31 1318 L引"Y. I i J 
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さ
れ
る

二
戸
、
条
）
し
こ
の
山
資
料
川
紘
一
人
対
L
U
J

る
規
制
は

よ
り
強
化
、
メ
れ
に
内
字
に
て

九
九
八
九
汁
は
い
っ
た
ん
廃
止
手
、
れ
入
後
、

復
活
さ
れ
た
も
♂
で
あ
る

一
九
八
六

ι
に
財
院
規
制
が
公
に
取
引
訳
に
月
九
一
人
ざ
わ
す
7
後
、
主
ρ

什
仰
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
税
制
は
投
化
傾
向
に
み
？
匂
勺

I
M
F危
後
以

降
、
主
安
剃
闘
の
系
列
会
社
は
数
・
地
併
と
も
に
凶
尺
経
済
七
体
に
大
き
と
比
正
午
b
f
t
｛
め
る
よ
う
に
必
汁
て
い
る

剥
問
刊
に
お
け
る
経

怜
文
U

の
町
民
壊
な
E

J

U

相
変
わ
ら
す
で
あ
る

Lよ

ぺ
た
、
会
ノ
作
品
財
閥
規
制
は
、
競
μf政
比
例
円
！
の
即
」
日
倒
的
松
拠
？
っ
必
ず
、
γ
も
明
、
っ
か
で
は
な
く
、
ま
た
に
h
H
法
的
に
れ
叫
況
な
単

乏
で
あ
る
一
」
と

ま
た
、
市
川
帽
を
ク
ロ
パ
パ
ス
タ
ノ
ダ
ー
ド
に
繋
侍
す
る
h

と
が
、
同
家
の
責
務
で
あ
る
こ
と
も
事

で
あ
る
（

五
で
あ
る
υ

引
間
規
制
が
有
ず
る
付
合
的
・
政
治
的
汁
的
町
、

公
i
h以
引
法
b
t
ム
以
什
法

〈
へ
十
業
の
所
F

七
？
支
配
情
造
の
規
制
）

み
に
ず
台
湾
的
に
説
明
す
る
ご
；
は
、
μ
何
？
川
一
小
い
に
特
有
の
対
嶋
な
法
問
題
で
あ
る
。

＼± ~j~ IトIf>'.')I ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

り
“ 

法
一
県
川
明
の
実
際

'j 1 

ザ
ン
フ
ン
？
／
の
体
系

ハハベ

mw
内リ川下九中供、

；
i
E
L
；
i
 
公
ー
ド
委
巾
ハ
ω
で
義
吉
成
比
川
に
川
且
い
こ
き
た
コ
／
山
政
的
枠
mm
は
も
ち
り
ん
、

公
正
を
は
準
！
と
い
的
、
ー
司
伝
的
権
限

br持
九
一
ー
、
独
fu一
行
政
尖
員
会
と
し
て
！
仏
部
7

完成
E
柊
を
有
す
る
へ
ま
た
一
色
一
ー
を
の
否
鞍
手
続
は
ぷ
常
に
臓
格
下
義
的
で
あ
る
）

公
よ
取
引
♂
港
反
行
人
品
川
川
、

民
事
、
刑
事
の
規
作
山
？
、
心
服
す
る
ー

ま
ず
、
違
反
行
為
ι

よ
り
川
笠
声
合
絞
っ
に
事
業
者
九
山
市
川
拘
R
V
や
は
目
的
宇
定
位
J
V一
請
求
す
る
こ
と
が
て
き
る
と
こ
れ
に
h
史
民
七
η
？
余

に
も
の
》
公
平
山
攻
引
法
4
Lハ
灸
に
長
一
づ
く
も
の
が
あ
る

r

従
来
、
公
r
仁
円
以
引
法

μ
六
条
に
主
九
一
つ
く
相
主
↓
賠
償
主
任
は
川
辺
火
寅

二
ひ
っ
悶
午
の
心
、
正
に
よ
h
過
失
責
任
こ
な
っ

アム肉、
h
j
J

ワ
示
、
J
h
I

、

d
1
I
V
4
0
j
斗

J

J
ザ

ill＜｝、：iL'?Jお，31 25CiJ 319 .20C3.ll; 



f沢

被
平
什
者
は
通
一
反
行
為
と
周
辺
主
口
の
慌
の
拒
吋
」
出
阿
木
町
日
品
市
古

υ
証
す
れ
ば
よ
く
、
市
湯
支
配
的
卒
業
者
、

カ
ル
テ
ル
参
加
者
、
不
公
正
以

引
行
為
心
行
為
者
が
校
ぃ
曹
、
尚
一
止
ん
の
不
存
J
Tど【
Jv

五
す
る
必
要
が
あ
る
こ

K
4
L
て
民
は
じ
一
世
I

八
、
条
に
基
っ
く
桜
害
ik伯
請
求
心

~ 

／、

条

12'. ledご7・i ''' :.:i・↑ヲ？っi 13刻、つ：u:y

悶

場
合
に
は
、

故
意
F
人
は
過
失
心
有
み
は
岐
市
行
者
心
ー
リ
託
事
店
引
で
込
る
ン

か
す
一
て
公
ム
取
引
よ
い

υ六
条
に
呆
つ
く
詰
ょ
に
つ
い
℃
は
排
除
措
出
、
立
川
置
乞
足
利
と
し
え
が
、

ψ
」I

法
規
定
は

A
O
O凶
叫
の
♂
改

ご
い
お
い
て
削
除
さ
れ
亡
、
同
時
に
、
問
中
心
充
A
J
か
問
、
り
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
損
事
額
の
算
定
が
悶
難
な
場
企
に
お
け
る
、

小十一
f
t

ふ
品
川
川
町

私
人
に
よ
る
主
ド
訂
ぷ
権
は
認
め
、
コ
れ
て
い
ヨ
い
c

、
川
七
条
）

ピ
よ
る
招
主
一
割
認
定
制
度
日
小
導
入
さ
れ
丈

ご
守
、

zー
た
斗
れ
ザ

被
宇
リ
者
は
追
反
行
為
に
つ
い
て
、
公
正
吾
に
と
二
一
円
す
る
一
」
三
か
で
き
る
、
公
正
妥
は
、
作
品
U

又
は
破
片
悦
に
去
っ
き
澄
反
行
為
な
探
知

し
て
寄
汀

T
叫
況
を
開
始
し
、
昨
日
除
お
E
Jぜ
ん
叩
と
る
こ
こ
が
で
き
る

J

士
三
、
違
反
pf一
の
神
類
に
比
じ
て
軍
件
後
会
（
冗
上
高
山
い

L

。
%
又
は
万
憶
ウ
j

q

J

以
守
で
違
反
行
為
H

や
夜
行
時
間
刻
金

（
企
業
給
ん
じ
の
ぬ
ム
口
）

の
瓜
訴
権
以
や
有
す
る

J
u

条

タ－雲寺）。

引
な
池
田
の
ハ
体
約
三
以
十
は
、
市
川
効
1
え記いれ

d

組
依
幻
滅
用
、

企
業
結
合
、

不
ψ
！
な
ー
ん
ハ
同
／
付
為
、

不
八
子
、
正
小
品
取
引
行
為
と
い
っ
た
迫
一
広

行
為
に
よ
い
ど
ん
な
る
（
例
え
ば
、
町
民
連
市
場
に
お
日
る
一
山
肌
下
Jrpム
六
質
前
に

に
対
L
t
は
、
伝
染
結
合
行
為
む
子
7
U

め
、
株
式
の
処
凡
ん
、
引
江
戸
、
の
一
昨
丘
、
十
や
や
求
心
議
夜
、
信
門
分
川
氏
一
生
の
取
問
、
レ
、
連
反
事
パ
ー
ん
の
公
衣
、
企
業
結
今
後
心
事
業
方
式
の
義
務
判

け
あ
る
い
は
営
業
組
側
の
限
む
と
い
ヮ
た
措
世
を
命
ず
る
、
｝
と
が
で
き
る

一
一
六
条
）
ジ
仙
川
河
審
人
で
た
る
述
f
A
行
為
者
は
抗
絵
師
刊
置
に

だ
し
て
公
一
h

委
は
八
議
申
立
て
乞
す
る
こ
と
げ
？
で
き
し

又
は
思
ハ
一
一
山
中

υ
と
？
と
は
在
る
こ
と
な
く
r
ウ
ル
川
同
等
ぽ
院
内
不
服
り
一
北
九
七
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
υ

け
れ
設
中
立
ず
に
対
J
J
る
公
戸
長
一
り
仰
は
決
は
ソ
ウ
ル
高
等
4
1

弘
院
で
下
っ
と
と
が
で
も
戸
る

h

丸
木
、

μ
凶
粂
）
、

ま
た
、
不
公
主
一
攻
引
行
為
を
ι
め
公
王
以
引
法
の
達
円
以
行
為
は
〈
で
一
て
刑
京
刊
の
対
象
で
あ
る

f

公
正
会
、
の
牛
円
売
を
受
け
て
ふ
行
為
が
桜

川店
5
れ
、
選
反
’
U
為
に
九
1

）
て
一
一
年
以
ヘ
ー
の
懲
役
又
は
二
億
V

4
ン
以
下
の
罰
去
、

JP）
く
は
一
午
以
下
の

は
億
五
ず
行
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行為類型別事件毅［表 I] 

内一

t
J
川
以
卜
の
副
主
が
科
さ
れ
る

ハ
？
ハ
条
、
？
ハ
仁
条
て
い

公
一
正
記
ハ

γl発
は
公
訴
桜
山
心
思
件
で
あ
る
〔
伝
達
授
mu

山
性
皮
が
為
観
的
に
重
太
子
つ
原
著
で
尽
り
、
競
争
秩
序
を

告
し
く
山
主
口
す
る
お
ム
ロ
に
は
、

小
一
；
去
の

EAパ
ん
は
義
務
1
ぐ

さ
れ
ゐ
検
事
総
長
が
こ
の
：
う
な
場
合
土
探
知
し

合
に
は
、

公
正
一
去
に
7

！
一
寸
談
事
実
を
通
知
し
、

る
」
こ
が
で
き
る

（
七
一
条

1.2・ 

公
』
安
に
よ
る
法
仇
prぃ

ノ

込
山
治
山
刊
引
川
内
出

〈｝〉

涜最
打；Ji:
"'(' ｝し
あ.｛［＇
今日間

お
る
r; 
Jヰ
~2i 
型

宇
1': 
数
；主

友

、
」
れ
か
ら
分
か
る
よ
う

ι、
市
場
支
配
的
地
伎
の
瓜
凶

行
為
に
か
か
る
事
門
は
争
く

FT＼

ト
ー
話
取
什
川
崎
制
及
ぶ

不
可
表
ボ
時
制
を
人
同
め
て
、
バ
川
九
十
ド
妥
の
規
制
事
例
が
不
公

取
引
行
為
の
規
制
に
菜
作
し
て
い
る
ご
と
日
分
か
る

d

伐
に
投
下
当
記
r
u
r仁
宏
た
規
制
封
象
と
等
、
え
ら
れ
る
中

川北
v
h〈
円
規
制
や
カ
ル
一
ア
ル
中
市
川
制
に
つ
い
て
は
、

事
昨
日
奴
は

久
心
的
J

よ
め
る
。
れ
山
済
hυ
集
平
規
制
は
、
事
件
数
の
変
動

1121｝、法i') !i5 ,3寸幻1J 3つ1.2ocs.11; 
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措置類型別事件毅［表 2J 

ぽ
お
る
も
の
の
、

胤
引
の
重
一
見
性
は
攻
白
で
点
司
令
一
引
判
ず
べ
き
ぽ
、

に
制
定
汽
れ
た
屯

f
商
取
引
泊
費

ι保
護
は
に
つ
い
て
、

パ
一
一
一
ハ
－
い
に
皮
心
不
問

L

九
六
件
も
の
拍
庄
が
と
ら
れ
丈
こ
と
で
忘
る
－
急
激
に
目
大
し
ヲ
ヲ
パ
イ
〆
タ

l
ネ
ヴ

ト
取
引
に
お
け
る
消
費
者
保
認
が
草
間
十
へ
は
む
会
的
悶
心
と
な
っ
七
ご
と
か
ら
一
、
守
山
れ

に
yUえ
h
J

も
の
と
汗
制
て
き
る
〈

’J

心
二

ι
～
制
定
予
れ
If
ブ
ソ
ン
ヂ
ャ
イ
ズ
取

引
の
公
正
ρ

げ
に
閑
ず
る
法
律
に
つ
い
て
日
刊
の
山
宣
告
白
一
怖
が
あ
る
に

イ

刊
市
役
人
中
工
賦
司
阿
門
J
件
数

t東
宮支
えお

U〕

nil¥ 
：果

件数
〕は

き，；王

午

f、

刊
を
記
お
し
ん
＼
後

（
同
年
は
口
定
7
1

命
令
件
数
？
も
ハ

午
に
は
九
れ

つ
C
－
一
年
に
は

ハゾ（
U

二
一
ぷ
ハ
ζ

ド
八
き
〈
変
品
目
し
て
い
る
n

対
象
行
為
こ
し
と
は
、
経
治
力
集
中
脱
出
り
市
中

例
と
カ
ル
－
rF
ル
事
例
が
ん
部
分
で
あ
り
、
一
一
州
、
謀
総
恕
で
は
に
も
カ
ル
テ
ル
手
例
の
割

ム
円
が
よ
き
い
一
山
川
刑
済
心
院
中
』
畑
山
初
、
に
か
か
る
苧
例
は
一
円
一
件

〔
明
日
時
一
平
業
者
数

社
、
球
徴
金
総
額
一
七

C
ヘノ
τJ
ウ
ォ
ン

カ
比
一
ア
ル
L

か
か
る
事
例
は

九
件
（
間
出
迎
事
業
者
数
五
ハ
社
、
諜
償
金
総
記
一
（
ハ
〉
八
一
法
一
さ
つ
ご
た
ウ
ォ
ン
）
、

不
公
ド
ム
取
引
行
為
に
か
か
る
事
例
は
二
科

（
開
空
事
業
者
数
二
い
位
、

3
、
な
っ
v
L

い
4
0ハ

｛乃

他
事
業
者
団
体
引
は
制
、

不
当
表
｝
小
規
制
、

下
請
取
5
規
制
、

電
了
雨
前
哨
「
J
J
山

費
者
保
護
法
に
か
し
m
’
る
ギ
例
に
つ
い
て
も

－
昨
叫
礼
金
賦
誌
の
山
一
例
が
少
数
さ
は
あ
る

が
ιけ
い
す
忙
ず
る
。

'"' l:dごJ'" J、！）・↑ワiη ＇ 1322 ！引"Y, I i J 
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' ・" 
公
正
取
引
法
の
域
外
治
羽

一
「
J
＼
、

阜
、
公
T
V
吾川い、

恒
鉛

ωι
祢
川
山
際
力
ル
テ
ル
に
川
上
一
て
公
正
取
引
い
い
j
h
p
v
h
用
Lτ
た

こ
れ
が
公
一
什
取
引
院
の
最
初
の
域
外

法
用
事
例
下
め
る
と
い
川
時
に
、
代
t
M途
凶
に
よ
る
最
初
む
域
外
透
川
刑
事
例
と
門
わ
れ
て
い
る

J

ま
に

一
つ
三
一
h
i

に
は
、
ス
イ
ス
、

ツ

ア
ラ

Jス
な
ど
斗
ヶ
国
内
一
ピ
ク
ミ
シ
原
お
在
日
業
主
、
り
に
対
し
て
是
一
↑
命
令
と

uハ
に
総
額
一
九
億
六

c
c
hウ
yJ心加点

徴
金
J

ピ
拭
み
ん
、
成
外
U
m哨
に
対
す
る
稜
！
体
的

υ
場
JUι

別件時二、｛一
h
l
z

さ
ら
に
外
同
企
業
問
心
企
業
計
台
に
よ
り
韓
国
山
場
に
競
争
制

限日焼
γ

治
が
NTAι

し
ず
る
ミ
こ
を
引
制
「
る
た
め
、
外
凶
円
ふ
一
一
芸
に
か
か
る
会
受
給
令
官
査
弘
刊
を
｛
た
め
、

0
1
一
年
か
、
り
阿
茶
山
内

Jr随
行

、
ザ
て
い
る
戸
他
に
も
、
次
回
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
に
よ
ゐ
者
二
三
c
t
L
ヌ
um
と
三

2
5】向。こ
J
c
m
E
E
J

れ
つ
い
て

審
査
を
仁
司
っ
た
主
的
か
あ
る
つ

。
ハ
〉
迎
庁
改
正
法
は
、
域
外
ト
州
品
川
市
に
対
す
る
法
辺
を
聞
で
人
化
じ
て
、
一
公
止
取
引
法
は
、
川
中
山
で
行
な
わ
れ
三
行
局
で
あ
f

J

J

1

r

～、

げ
れ
か
庄
内
川
市
場
ピ
w
M響
を
及
ぼ
一
9
限
り
南
品
川
さ
れ
る
i

ζ

の
条
戸
品
中
一

同
時
に
、
滋
土
の
二
つ
の
域
れ
直
川
畑

えJ

升ミ
じj

＼± ~j~ IトIf>'.')I ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

弔
問
に
お
唱
C
丈
古
川
尽
と
の
幼
心
が
議
へ
師
と
な

J

た
こ
と
ケ
悩
ま
え
て
、
中
件
調
査
、

は
る
送
1

止
の
山
市
民
連
河
】
ど
を
桧
川
市
し
に
し

毛
止
ん
叩
ヘ
J

モ
l
亡
京
掛
川
〈
す
以
却
な
ど
に
必
空
し
C

マ
説
！
も
域
外
治
市
に
険
協
的
C
一おる
υ
v
j子
説
心
多
く
は
、
本
国
で
の
議
人
一
市
一
宇
参
考
に
し
と
い
る

J

巴J
鉛
電
恒
右
件
に
お
け
る
公
L
字、

の
也
分
に
吋
し
と
提
起
さ
れ
す
す
小
切
に
一
語
、
え
に
つ
き
、

一
つ
三
一
ノ
ム
i
y八
日
ぺ

千六円、

rrbFFAミ
守
口
、

ノ
勺
ノ
ル
～
可i
え
；
E
lバ
U
万ウ
h
1L
 
i
 

円
台
、
そ
し
て
出
れ
「

nPRrc口
、
り
の
請
求
？
？
ふ
し
、

一
引
染
者
に
コ
い
て
は
課
徴
主
初
心
算
出
に
つ
い
て
詰
ボ
乞
祁
認
脅
し
に
わ

公
十
一
安
心
信
轄
権
一
り
ん
つ
征
、
公
文
吉
の
M
門
外
活
誌
の
遺
伝
性
の
一
は
か
、

ー
～
片
仲
間
時
間
と
し
て
カ
ル
テ
ル
九
よ
れ
ふ
何
回
市
場
へ

wが
m
M
H

パ
炉
支
起
さ
れ
た
か
と
い
兵
士
山
炉
与
わ
れ
、
与
の
孫
、
法
判
所
は
、
凹
外
で
外
凶
内
有
楽
ノ
↑
が
行
っ
た
汗
為
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
砕
同

川
場
に
影
響
を
投
｝
叫
す

J

な
っ
ば
、
公
正
恥
引
法
の
規
制
対
象
で
あ
る
と
の
法
州
叫
ん
4
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
わ

ill＜｝、：iL'?Jお，31 213) 3お初出11;
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域
外
冶
羽
に
践
す
る
公
正
f

安
心
積
位
JK
代
文
勢
ぽ
、
米
山
寸
法
省

〔

D
0
1
）
が
一
山
際
カ

の
J
6
m
～
服
し

j 

特
凹
え、

来
J,'i 

判
Uと
を
.q 

h、
寸工

手1

" 才L

十i
桐l
i土
多

'"' l:dご7・1 ::; :.:i・↑幻い 13江戸（＇ if,liJ

ル
一
一
ー
ル
に
L
凡
し
こ
反
λ

↑
ノ
ス
一
江
主
品
提
出
的
に
治
川
市
L
こ
い
こ
う
と
「
る
ぺ
却
さ
と
対
じ
子

る
も
の
と
考
、
ズ
ら
れ
い
こ
い
る

J

！恥
M
刊
で
は

母
国
企
業
を
八
日
む
凶
際
カ
ル
テ
ル
が
た
μ
州事

41 

比
政
中
す
つ
に
と
公
京
女
心
裁
決

限
帝
人
は
公
ー
上
安
の
処
分
通
知
J

ど
一
山
メ
け
た
ヨ
し
か
ら
一
一

u
l以
内
ピ
公
一
J
委
に
思
、
議
心
、
一

yv
て
j

乞
ペ
九
！
な
う
こ
と
が
で
L
J
＼

公
疋

J

舎
は
原
則
六
（
U
日
以
内
に
裁
決
を
行
な
わ
伝
け
れ
ば

な
ら
な
い
っ
異
誌
の
巳
り
て
が
な
さ
れ
十
一
場
合
、
斗
事
者
の
一
州
白
川
し
匙
い
日
制
筈
を
同
避
す

る
f
め、

た
け
委
は
議
権
C
又
は
ψ
i
手
話
心
巾
前
に
茶
っ
さ
＼

ャ
ー
も
】
P

、一、

r

一

H
A
バ
H

へ5Yμ
（
九
和
む
な
’
r
H

一9
る
、
｝
乙
が
で
き
る
♂
五
一
ん
未
心

h

川市一一羽）
0

公
正
安
の
処
分
に
対
す
る
阜
、
誕
の
申
立
て
ば

一
九
九
七
年
段
以
咋
憎
加
傾
z
町
古
不
し

た
徒
、

二
心
ハ
ヅ
r
J

年
度
か
ら
は
減
少
傾
叫

hv
見
せ
て
w

る
じ
十
点
、
ー
に
為
る
よ
う
に
、

j 

。
一
年
度
の
巾
立
て
付
数
は
！
ハ
八
作
で
あ
η
、
一
一
〈
〉
「
〕

ぷ
r
度
L

比
べ
六
円
川
噌
加
し
た

υ

。
。
一
一
平
皮
に
ぷ
決
が
下
さ
れ
た
匹
町
一
件
の
怖
い
討
は

匹

棄
却
二
T
I
咋

" ノη

I i Iま？五

部
認
J
（
什
斗
川
判

？
と
伝
っ
て
お
れ
、
令
部

岡
山
川
）
、
取
卜
げ
れ
へ
同
a

古川

一
誌
び
の
事
例
は
な
hd
ぷ

～ふ
fム



ο 

寸
4

法
り
出
規
作

'li 

ぷ
人
に
よ
る
桜
岩
佐
伯
計
ぷ
訴
訟

ム
ア
比

1

明
争
防

d
」広
L

犯
行
v
Q
M
f
Jけ
計
竹
本
判
制
度
パ
日
中
ノ
、
質
的
な
代
持
制
度
J
一

わ山

ι取
引
法
述
安
打

恥
打
川
町
仏
十
、

九
二
釘
4
る
弘
人
内
よ
る
f
r
ハ
リ
読
点
は
お
め
ら
れ
と
い
な
い
も
っ
と
も
慣
主
一
治
償
詰
ぷ
は
可
能
で
わ
る
つ

。。凶
r
H
q
ム
以
前
ト

お
い
て
は
、

公
十
一
取
？
？
沃
没
反
付
た
に
か
か
る
川
県
過
失
指
害
賠
償
責
予
が
川
崎
ん
記
さ
れ
、

か
つ
同
議
求
に
つ
い
よ
帖
公
取
委
心
是
一
い
品
目

一
、
前
川
百
円
す
べ
き
」
し
）
市
’
規
定
さ
れ
て
い
た
三
そ
し
て
、

公
今
ト
円
安
の
是
正
措
定
JT涌
叉
ず
民
法

i
十
円
（
リ
条
に
基
づ
く
加
算
一
治
償
請
ぷ
カ
吋

院
で
あ
る
し
m’
の
法
的
論
上
ハ
d

に
つ
い
て
は
、
砕
同
学
説
l
、
一
」
れ
を
否
定
す
る
の
日
’
多
数
託
で
あ
二

τ

L
か
市
〕
仮
叩
士
ヌ
救
済
十
一
制
限
す

ヲ
一
円
て

Z
江
刑
判
帆
は
九
九
六
午
に
げ
法
的
に
冗
位
さ
れ
、

羽
叫
し
法
は
、

u
h
jい
！
の
損
害
恥
綜
請
求
は
公
t
L
h
k
の
足
止
桁

E
山
じ
に

可
能
で
み
る
こ

t
が
明
文
化
ミ
れ
て
い
Q
U

＼± ~j~ Iトlf>'.'JI ;J；＇刀，，，：訴とfのよ？店

）

万

｝
J

実
際
の
法
運
用
を
た
γ
Q
L

」
、
公
止
取
引
氏
に
長
づ
く
も
の
で
占
め
れ
、
民
法
に
基
づ
く
も
の
と
あ
れ
、
公
正
取
引
法
造
反
に
カ

か
る
民
主
務
誌
は
極
め
て
少
数
で
あ
る

U

門
以
己
た
の
い
川
市
ん
に
よ
れ
ば
、
ニ

件
の
判
例
の
う
ち

件
は
円
ヤ
ル
I
仏汁
l
h

勺
の
μ
日
訴
事
例
）

公
正
取
引
法
通
夜
を
wu白
む
し
す
る
も
の
が

境
川
府
ぶ
午
R
W一
行
え
は
不
法
ノ
什
持
す
到
山
川
と
す
る
も
U
が

コ
件
、

十

γ
♂仁
th：J

つ
ツ
」
1

こ

え
J

J

：
J
7
i
t
－
 

小
当
九
人
同
訂
為
と
市
場
支
配
的
地
付
の
広
川
わ
片
付
－
h
m
H
か
る
事
例
パ
か
各
件
、
事
業
再
凶
此
い
お
と
市
止
行
為
L

か
か
る
事
例
が
出
吋
リ

成
り
の
一
＋
ぷ
は
人
工
て
不
必

ι取
引
れ
ん
吋
に
か
か
る
事
目
別
で
あ
れ
、

般
市
費
者
が
原
色
と
な
っ
た
事
刈
は

件
、
成
り
は
主
主
者
mr

持
合
と
ほ
っ
た
事
例
7
；わ
3

に

日
払
訴
の
f
川
性
化
の
た
め
に
、

H
じ

h
品
目
口
一
L
M
置
i
誌
が
K
V
い
い
的
に
解
決
3
れ
た
こ
と
は
枇
に
注
ベ
ャ
互
い
叫
わ
ノ
で
為
る
、
医
長
関
係
の

Jff止
法
川
び
川
畑
中
領
の
位
以
の
凶
詳
し
乞
克
服
す
る
L
l
h

め
に
導
入
さ
れ
た
、
裁
判
明
に
工
る
損
害
釘
認
定
制
ハ
ブ
ロ
既
ピ
述
へ
に
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
の
起
用
が
れ
口
さ
れ
ゐ
乙
ご
ろ
て
あ
る
。

ill＜｝、：iL'?Jお，31 2iSJ 3つ， .20C3.ll; 
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最近6年間の訴訟提起の内容［表記
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最近4年間の判決内容［表 5]

t?i 

公
正
f

安
心
処
分
に
対
L
U
J

る
山
爪
消
訴
訟

公
L
l告
は
審
決
乞
沼
じ
て
公
U
取
引
沼
山
ど
執
行
し
、

審
決
は
J

刊
法
審
ん
凡

こ
J
t
t
ト！

3
J

ド
ド
ー
と

従
来
、

斡
凶
む
＃
作
業
界
に
は
、
公
十
ド
妥
の
足
ι
A
A
W人
J

や
諌
俄

金
吠
訴
処
分
に
討
し
て
比
一
一
的
一
り
中

f

岳
、
を
跨
持
「
ず
る
穴
v
囚
気
が
あ
汁
た

d

し
hd
レ
近
じ
て
は
、
諸
外
国
の
類
似
事
例
の
法
的
処
刑
町
や
経
済
分
析
を
殺

同m
し
仁
八
訂
正
f

安
心
処
分
省
一
松
岡
他
的
に
デ
い
、
ー
げ
か
も
公
正
安
に
汁
す
る
異

て
白
ち
に
行
政
訴
訟
ぃ
小
提
起
さ
れ
る
い
弔
測
も
見
ら
れ

る
も
で
つ
に
1
J
っ
て
い
る
勺

九
九
六
司
度
以
川
に
お
い
て
公
正
不
正
の
処
分
を
下
う
訴
訟
は
4
1
一ヘパい〕

科
1日

τ
叩
占
め
っ
小
人
山
町
、
そ
の
後
は
増
加
傾
向
を
不
し
、

二
C
C

一41
皮
に

は
六
七
件
と
な
円
ご
レ
る
c

六
午
前
の
統
計
し
は
表
4
C通
り
で
7

め司令じ

ーと 被
の山
るムうで

f、

if X己
主ヨに

｛但
占

ら
l刊！

？丈
結
果
を
繋

到1

才L

''" :J: 
5 
Uノ

＇＂お

c
c
一
一
ノ
ん
度
に
は
町
一
七
件
の
判
決
が
F
手
れ
、

、
一
の
う
ち
公
一
比
委
の

ム
仁
川
川
勝
訴
事
件
は

件
（
却
ド
事
例
J
Y
4
l
む

祁
勝
訴
事
引
は
丘

料
、
敗
訴
事
件
が

刊
と
な
っ
て
い
る
「

V

一
同
室
戸
市
よ
吃
る
t
m
b件
人
が
全
部

又
は
一
部
勝
訴
、
ど
ん
百
一
切
の
い
じ
yz
は
一
一
目
見
に
上
る

十八刷出山
z叫
球
部
ぉ
賦
課
事
が
け
で
公
正
一
訟
の
敗
訴
主
川
川
が
日
行
コ
」
γ

つ↓
ilU:dごJ"" J、 I）・↑幻引 1326I引,;y, I I J 



支
没
一
行
為

ι践
す
る
課
徴
主
以
諜
条
損

に
つ
い
て
は
、
そ
の
ム
ヱ
E
吟
テ
巡
る
学
院
へ
師
か
決
古
宮
古
川
見
た
も
の
の
、

}:, 
夕、
討て

川
島
恥
の

h

引
戸
川
引
の
不
斗
北
ハ
M
h込
心
惟
叫
｛
疋
条
尽
に
係
わ
る
事
件
ヘ
1r
」
わ
わ
け
／
山
政
指
止

i

心
F

任J
行
｝
笠
原
山
内
と
し
て
、

で
は
、
公
yLJ舎
が
敗
訴
し
ょ
J

不山町
l
共
同
J

行
為
の
峰
｛
止
で
夜
す

と
と
が
立
与
デ
一
ノ
ハ
V

か
と

ひ
と
匹
合
に
な
り
公
任
要
が
U
M
M

行
八
J

及
び
h
F

不
E
f
は

ιし
て
、

へ
ふ
の
一
鉾
定
義
泊
中
じ
〆
下
T
H
杭
令
再
盤
情
し
た
、
一
と
は
、
わ
V
1
1
4
M
敗
訴
と
昇
、
悶
低
い
で
は
h
b
いっ

ミl

の
片
品
川
と
別
事
訴
泊

の
砕
い
僚
の
一

つ
は
、
刑
事
H

叶
出
現
ど
の
た

ι一
で
あ
る
三

T
続
的
に
は
川
川
雫
訴
rf
に
つ
い
て
、
公
t
L妥
の
出
N
M
叫μμ
託
制
度
が

ぷ
弔
さ
れ
る

立
ご

こ
れ
ば
政
？
政
古
川
に
お
け
る
公
正
妥
寸
心
一
一
義
の
現
れ
E
あ
ι
っし

トし

今と
プミ

t

か
1
f
Hサ
日
三
汁
禿
削
削
岩
に
対
1ν

て
は
批
判
J
u
u

多
く
、
十
ん
に
述
べ
三
で
つ
に
九
へ
一
ヘ
iTポ
に
法
改
正
が
な
さ
れ
、
亘
大
か
つ
川
町
’
一
な

法
混
反
事
J

ず
に
か
か
る
公
け
去
の
告
充
義
務

よ
る
44釘
・
山
会
開
引
時
一
叫
が
設
け
ら
れ
た

条

川、一一湾、）。

た
に
し
崎
一
平
総
長
ピ
よ
る
苫
八
止
に
訂
り
事
例
は
未
だ
れ
υ
存
L
は
い
u

＼± ~j~ IトIf>'.')I ;J；＇刀＇・＇1：訴とfのよ？店

前
尚
氏
2
に
あ
る
よ
う
に
、
公
ー
は
委
の
品
川
凡
手
件
紋
は
九
九
九
カ
ー
皮
刀
一
七
件
！
？
）
岐
点
と
し
て
、
大
き
く
減
少
し
て
い
る
c

。
一
午
肢
の
ι口
先
件
数
は
一
八
円
で
あ
り
、
前
年
山
問
、
二
C
C

年
度
に
比
し
て
似
培
て
た
コ
た
が
、

〆

3

J

7
L
h
U
7し

hx－
〈

vqI皮
や

一～
ri
皮
に
は
及
は
な
い

E
hん
市
下
位
リ
ピ
分
担
寸
れ
は

足

u仙
波
の
不
思
行
に
か
か
r
Q
も
の
一
。
作

不山町
l
共
同
J

行
為
に
か
か
る
も
れ

小
当
表
不
に
か
か
る
も
れ
二
件
、
わ
や
主
長
同
体
の
禁
リ
行
為
に
か
か
る
も
の
一
件
ー
と

企
業
約
台
市
ド
件
及
ひ
将
t
H
H
集
中

んト、

1
1
ρ
 

規
制
に
か
か
る
事
件
は
ム

J

有
し
な
い

一
八
件
ψ
起
訴

公
に
4

訟
の
札
口
鷺
山
い
い
叫
す
る
校
九
九
円
心
対
ー
い
fζ
見
る
と
、

件
り
出
発
心
＋
ら

i
；

了

ziJ

L
利
引
久
C
7パ
］
ふ
た

二
C
f
ノ
一
九
度
の

訴
！
と
、
〕
た

ν

日
一
円
一
年
民
は
一

件
の
パ
口
発
の
う
ち
九
件
を
起
訴
、

件
を
不
起
訴
と
し
、

o
u
一
一
年
夜
は
一
八
円
の
ど
U
N
T
A

り；

ち
、
一

C
C
判
h
f
二
日
況
十
代
、

ふ件；
hlvTh

起
訴
と
な
っ
し
い
る
。
公
正
不
可
が
分
に
同
町
酌
ー
ど
廷
し
ん
｝
事
件
の
う
ち
、
お
も
立

説
に

；果
i＼~ 「
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f沢

っしい
q

て
小
川
出
訴
仏
一
分
2
さ
れ
て
レ
る
一
一
と

一
六
ノ
牛

r

f

／
E
 

土川
1
日
手
れ
る
仁
、
北
半
日
一
一
青
山
引
に
お
い
て
起
訴
さ
れ
ド
事
件
は
～
部
で

悶

'" "'' -c もみ
ζυぅ

訣
[IJ 
.JI' 
IC  
bホ

Lま
と
へJ·~c; 

(C) 
j 

事
！十

矛a

rr 
、一

日日
λ三h

F同
’ど
点l
le ,,. 

'" 

法
川
九
川
p
ど
科
し
た
中
川
内
は
t

八
日
川
に
過
一
さ
な

、J

件）、

四

"' ,,, i 

法
巡
い
山
川
に
け
す
る
評
価

一
九
ん
八
一
り
年
に
制
t

心
さ
れ
た
減
給
公
正
以
正
法
ば
、

比
日
以
法
的
に
は
れ
ば
、
＝
川
女
な
送
法
行
為
は
稲
川
制
的
に
規
制
す
る
同
法
的
公
枝

人

γバ
い
で
す
め
》
で
も
っ
乙
本
当
時
の
韓
日
料
済
は
ト
八
合
業
の
狭
山
し
砧
1hlv

聞
記
と
な
る
ほ
ど
会
畏

L
亡
お

JFJ、
規
制
山
コ
い
同
の
ス
タ
ッ

ブ
も
す
寸
院
な
専
門
的
お
い
い
～
を
有
L
7
0
訟
で
は
ほ
か
勺
ん
J
n

す
な
わ
弘
同
法
造
反
行
為
り
か
て
に
つ
い
一
、
強
力
な
法
執
行
を
行
仕
え
る
状

川
で
は
ほ
か
円
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
不
全
正
取
引
行
為
な
乙
の
ね
定
5
規
判
特
別
型
に
つ
レ
て
は
、
公
正
以
引
法
は
い
平
な
る
飾
り
で
は
な
ノ
＼

法
秩
序
守
山
胤
｛
必
ず
る

実
定
法
と
し
て
着
実
な
出
発
吉
見
せ
ん
」
）
八
子
、
正
収
引
法
は
、
太
企
業
と
わ
わ
け
対
校
に
対
L
U
J
G
牽
引
と
な
る
点
仁
つ
レ
亡
、
出
，
、
前
心
大

き
な
注

H
’
I
J～侍七日
τ作
る
こ
と
び
で
き
た
い
ま
よ
最
初
の

e

一下品叫ん’
J

↓
け
が
経
済
企
－
山
続
で
あ
っ
す
寸
～
こ
と
も
、
公
一
什
取
引
院
に
と
っ
て
大
変

fr述
な
こ
と
で
為
ワ
た
っ
当
時
、
経
済
企
山
院
は
他
心
行
↓
一
問
機
院
に
対
ず
る
指
常
的
地
位
を
有
し
た
か
ら
で
為
る
故
山
川
王
注
げ
？
九
刊
済

政
υみ’
P

ワ
民
間
l
惇
明
以
紅
Y
仏
政
浪
へ
の
移
／
リ
ド
作
い
政
府
規
制
の
一
川
常
利
が
と
さ
れ
、

の
役
刻
、
か
り
必
片
的
に
高
ま
る
い
一
と

む
Arm

つ～｝「
V

（、ー
一
ん
7

ぺ
ヒ
ギ
の
令
融
危
機
の
絞
、
人
立
山
肌
と
財
閥
の
掛
川
f
y一
再
調
整
が
や
f

請
さ
れ
た
孫
に
、
公
正
取
引
法
は
？
？
の
構
造
調
並
…
包
併
記
ず

る
法
川
町
境
の
霊
祭
な
任
と
な
っ
七
。
そ

L
て
羽
在
に
お
い
て
も
、

韓
日
公
7
1
取
引
作
が
お
了

J

スV
L
息
吹
仕
悶
い
事
幻
一
つ
一
は
、

や
は
り
大

12'. ledごJ•" J、 I）・↑幻31 1328 c引"Y, I i J 



人
H
業
の
所
布
位
。
ひ
支
配
情
迭
で
あ
る
乙
余
札
の
支
配
滑
走
に
か
か
る
内
径
は
、
ム
日
付
法
等
の
百
有
向
山
市
己
で
あ
打
抗
予
法
の
夜
、
心
主
下
で
な

い
よ
う
に
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応
わ
れ
る
が
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時
凶
出
で
は
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複
合
的
公
莱
結
ム
杯
心
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時
有
及
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し
荷
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題
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、
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叶
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叫
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い
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で
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古
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］
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伐
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、
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司
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句
、
複
雑
多
様
な
不
公
正
取
引
行
為
に
対
し
て
詳
細
た
別
別
枠
組
み
を
汁
る
ご
と
は
衣
来

の
州
主
務
で
は
は
い
と
い
二
つ
の
で
あ
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あ
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と
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あ
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収
叶
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荷
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引
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仏
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÷
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仕
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に
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～

J

よかャ
4
4汗

I
ふは、

J
ム一
9
L
J
O
完
h
hリ
友
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取
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台
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台
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菜
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叫
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什
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ど
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収
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｜
｛
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司
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＼
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－
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／
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司
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仲
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